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附
　
則

　
こ
の
条
例
は
、
令
和
５
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
後

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
前

（
目
的
）

第
１
条
　
こ
の
条
例
は
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
22
年
法
律
第
67
号
。
以
下
「
法
」

と
い
う
。
）
第
24
4条
の
２
第
１
項
及
び
博
物
館
法
（
昭
和
26
年
法
律
第
28
5

号
）
第
25
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
鳥
取
県
立
美
術
館
の
設
置
、
管
理
そ
の
他
必

要
な
事
項
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
設
置
）

第
13
条
　
博
物
館
法
第
23
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
立
美
術
館
に
鳥
取
県

立
美
術
館
協
議
会
（
以
下
「
協
議
会
」
と
い
う
。
）
を
置
く
。

（
目
的
）

第
１
条
　
こ
の
条
例
は
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
22
年
法
律
第
67
号
。
以
下
「
法
」

と
い
う
。
）
第
24
4条
の
２
第
１
項
及
び
博
物
館
法
（
昭
和
26
年
法
律
第
28
5

号
）
第
18
条
及
び
第
22
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
鳥
取
県
立
美
術
館
の
設
置
、
管

理
そ
の
他
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
設
置
）

第
13
条
　
博
物
館
法
第
20
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
立
美
術
館
に
鳥
取
県

立
美
術
館
協
議
会
（
以
下
「
協
議
会
」
と
い
う
。
）
を
置
く
。

報告第２号

地方独立行政法人鳥取県産業技術センターの常勤職員数

について

　地方独立行政法人法（平成１５年法律第１１８号）第５４条第２項の規定に基づき、地方

独立行政法人鳥取県産業技術センターの常勤職員数を次のとおり本議会に報告する。

　　令和５年２月１３日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鳥取県知事　　平　　井　　伸　　治

（令和５年１月１日現在）

常　勤　職　員　の　区　分 人　数

 １　常時勤務に服することを要する職員 ４７人

 ２　常時勤務に服することを要しない職員で政令で定めるもの 　０人


